
「マイナンバー」ってなに？
住民一人ひとりに指定された

12桁の番号のことです。
「マイナンバー」は

どんなときに必要なの？
確定申告など税の申告をする

ときに必要です。就職したとき
には、健康保険や年金、税を納める
手続きなどのため、勤務先への提示
が必要になります。福祉や介護の手
続き、年金を受け取るときなどにも
必要です。また、地震などの災害に

よって支援制度を利用するときも活
用されます。
「マイナンバーカード」ってなに？

マイナンバーが記載された顔
写真付きのプラスチック製のカ

ードです。名前、住所、生年月日、
性別などが印刷されていて、ＩＣチッ
プが付いています。本人からの申請
で、作成することができます。
「マイナンバーカード」で
どんなことができるの？

公的機関の身分証明書として
利用することができます。また、

マイナンバーの提示と本人確認をこ
のカード１枚で行うことができま
す。政府が運営するマイナポータル

やｅ−Ｔａｘなどの電子申請に利用で
きます。
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学びの秋到来！
日ごとに秋も深まってきました。

この季節は、小・中学校の社会見学
のシーズンでもあります。そらんぽ
四日市にも、夏休み明けの９月から
連日多くの小・中学校の児童・生徒
の皆さんが見学に訪れています。
夏休みの自由研究で既に訪れたこ

とがある人も、改めて職員や解説員、
語り部さんから話を聞くことで、当
時の様子や環境改善に努力した人々
について知ることができたのではな

いでしょうか。
また、公害の教訓を忘れることな

く、未来に向けてよりよい環境を引
き継ぐために、これからも多くの
人々にご
来館いた
だき、学
んでいた
だければ
と思いま
す。
あなたも解説員ボランティア！
四日市公害と環境未来館では、土・

日・祝日などに館内の展示を案内す

る解説員が活躍しています。
今年度も、解説員になるための養

成講座を開講します。講座の予定な
どは、広報よっかいち10月下旬号に
掲載しますので、興味のある人はぜ
ひご確認ください。

→

第19回

四日市公害と環境未来館
（緯354－8065 胃329－5792）

問い合わせ先

「博物館」「プラネタリウム」「四日市公害と環境未来館」の見どころなどを紹介します。
開 館 時 間 ９：30〜17：00（展覧会への入場は16：30まで）
10月の休館日 10月２日（月）・10日（火）・16日（月）・23日（月）・30日（月）

※10月９日（祝）は開館します
11月の休館日 11月６日・13日・20日・27日（いずれも月曜日）

→

→

「マイナンバー（個人番号）」と「マイナンバーカード（個人番号カード）」に
ついて紹介します。

→

マイナンバー制度について：ＩＴ推進課
（緯354－8106 胃359－0286）
マイナンバーカードについて：市民課
（緯354－8152 胃359－0282）

問い合わせ先
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第１回


